






※ 情報サービスなどのデジタル媒体での使用は、
 サービス提供側の技術的制約のため一定以上の余白、
 最小サイズを確保できない場合でも、縦横比は変えず、
 市章の視認性・ 再現性が損なわれないことを条件に
 例外的に使用できるものとします。

デジタル媒体
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